
�愛媛県告示第１７３０号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県女性総合センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市山越町４５０番地

財団法人えひめ女性財団

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７３１号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県体験型環境学習センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市千舟町四丁目５番地２

イヨテツケーターサービス株式会社

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７３２号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県宇和海自然ふれあい館

２ 指定管理者の住所及び名称

南宇和郡愛南町城辺甲２４２０番地

愛南町

３ 指定をした年月日
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平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７３３号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県総合社会福祉会館

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市持田町三丁目８番１５号

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７３４号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

ファミリーハウスあい

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市室町７４番地２

特定非営利活動法人ラ・ファミリエ

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７３５号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

えひめこどもの城

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市千舟町四丁目５番地２

イヨテツケーターサービス株式会社

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�愛媛県告示第１７３６号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県立愛媛母子生活支援センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市道後町二丁目１２番１１号

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７３７号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県身体障害者福祉センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市道後町二丁目１２番１１号

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７３８号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県障害者更生センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市道後町二丁目１２番１１号

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７３９号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

愛 媛 県 報平成２０年１２月１６日 第２０２５号
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平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県視聴覚福祉センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市道後町二丁目１２番１１号

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７４０号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県在宅介護研修センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市末町甲９番地１

特定非営利活動法人愛と心えひめ

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７４１号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛国際貿易センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市大可賀二丁目１番２８号

愛媛エフ・エー・ゼット株式会社

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７４２号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県植物くん蒸所

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市大可賀二丁目１番２８号

愛媛エフ・エー・ゼット株式会社

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７４３号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

テクノプラザ愛媛

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市久米窪田町３３７番地１

財団法人えひめ産業振興財団

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７４４号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県産業情報センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市久米窪田町３３７番地１

財団法人えひめ産業振興財団

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７４５号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県物産観光センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市大可賀二丁目１番２８号

愛媛県物産観光センター管理コンソーシアム

代表者 社団法人愛媛県観光協会

愛 媛 県 報平成２０年１２月１６日 第２０２５号
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構成員 社団法人愛媛県物産協会

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７４６号
愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）第１５条の３第

３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

松山観光港ターミナル

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市高浜町五丁目２２５９番地１

松山観光港ターミナル株式会社

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７４７号
愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第１５条の２

第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

道後公園

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市東石井六丁目５番１２号グランドハイム東石井

コンソーシアムＧＥＮＫＩ

代表者 ＮＰＯ法人ＴＩＥＳ２１えひめ

構成員 株式会社愛媛庭園

構成員 株式会社遊亀

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７４８号
愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第１５条の２

第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

総合運動公園

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市上野町乙４６番地

財団法人愛媛県スポーツ振興事業団

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７４９号
愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第１５条の２

第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

とべ動物園

２ 指定管理者の住所及び名称

伊予郡砥部町上原町２４０番地

財団法人愛媛県動物園協会

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７５０号
愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第１５条の２

第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

南予レクリエーション都市公園

２ 指定管理者の住所及び名称

宇和島市津島町近家甲１８１３

南レク株式会社

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７５１号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県県民文化会館

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市道後町二丁目５番１号

財団法人愛媛県文化振興財団

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７５２号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

愛 媛 県 報平成２０年１２月１６日 第２０２５号
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のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県生活文化センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市和泉北二丁目１０番８号

株式会社ウイン

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１７５３号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次

のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

萬翠荘

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市和泉北二丁目１０番８号

株式会社ウイン

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

�愛媛県告示第１７５４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７５５号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７５６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業を廃止した旨の届出があった。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１０１３３１ 特定非営利活動法人グ
ループホームしいのみ

松山市緑町一丁目７番
地１５ 村 上 康 彦 居宅介護 指定訪問介護事業所一

歩
松山市山越二丁目１１番
３５号

平成２０年
１１月２０日

３８１０１０１３３１ 特定非営利活動法人グ
ループホームしいのみ

松山市緑町一丁目７番
地１５ 村 上 康 彦 重度訪問介護 指定訪問介護事業所一

歩
松山市山越二丁目１１番
３５号

平成２０年
１１月２０日

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８１０１００９６０ 有限会社託老所あ
んき

松山市西垣生町１７
０４番地２ 中 矢 暁 美 居宅介護 託老所「あんき」

居宅介護事業所
松山市西垣生町１４
９７番地

松山市西垣生町１７
０４番地２

平成２０年
１１月１日

３８１０１００９６０ 有限会社託老所あ
んき

松山市西垣生町１７
０４番地２ 中 矢 暁 美 重度訪問介護 託老所「あんき」

居宅介護事業所
松山市西垣生町１４
９７番地

松山市西垣生町１７
０４番地２

平成２０年
１１月１日

３８１１３００１３０ 有限会社シンシア 四国中央市金生町
山田井４番地１ 星 川 純 一 居宅介護 居宅介護事業所シ

ンシア
四国中央市川之江
町３２１７－１向陽ハ
イツ１Ｆ

四国中央市金生町
山田井乙１７－１ヴ
ィラグリーンヒル
ズⅡ１階

平成２０年
１１月１０日

３８１１３００１３０ 有限会社シンシア 四国中央市金生町
山田井４番地１ 星 川 純 一 重度訪問介護 居宅介護事業所シ

ンシア
四国中央市川之江
町３２１７－１向陽ハ
イツ１Ｆ

四国中央市金生町
山田井乙１７－１ヴ
ィラグリーンヒル
ズⅡ１階

平成２０年
１１月１０日

愛 媛 県 報平成２０年１２月１６日 第２０２５号
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�愛媛県告示第１７５７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

今治市朝倉上甲２８９の１から甲２８９の３まで、甲２９０、甲１７

１６、甲１７１８、甲１７１９の１、甲１７２０、甲１７２２から甲１７２４まで、甲

１７２６、甲１７２７の１、甲１７２７の２、甲１７３０、甲１７３１の１から甲１７

３１の３まで、甲１７８６、甲１７８７、甲１７８９、甲１７９０の１、甲１７９０の

２、甲１７９１、甲３１０８、乙１８６の１、乙１８６の２、乙１８８の１、

乙１８９、乙１９０、乙１９３の１、乙１９３の２、乙１９５、乙１９５の

２、乙１９８、乙２０２、乙２０４の１、乙２０６、乙２６６の１５、乙２

６６の１６、乙６７５の４、乙６７５の７、乙６７７、乙６７８、乙６７９の

１、乙６７９の２、乙６８０、乙６８１の１から乙６８１の６まで、乙

６８１の８から乙６８１の１８まで、乙６８２、古谷甲６７８の１、甲７

０１、甲８７５の１、甲８７６、乙５３の１、乙５４の１、乙５６、乙５７の

１、乙５９の７、乙５９の１００から乙５９の１０２まで、乙７１、乙１４３

の４、乙１４３の１２、乙１４３の３６

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘長月２１６０、２１６１、２１７３、２２０８、２２０９

� 指定の目的

干害の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁並びに今治市

役所及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１７５８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

四国中央市具定町字重石乙６６の７６、乙６６の７７、寒川町字寒川山

乙２５４の５６

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１７５９号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・小下地区）の施行は、適当と認められるの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を

縦覧に供する。

平成２０年１２月１６日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

小下地区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年１２月１７日から平成２１年１月２２日まで

３ 縦覧場所

今治市役所大西支所

�������
�愛媛県告示第１７６０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 指定年月日及び番号

平成２０年１２月８日 ２０東四土（道）第５号

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
届 出
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１０１０９１ 医療法人天真会 松山市南高井町３３３番
地 清 水 惠 太 居宅介護 南高井ホームヘルパー

ステーション
松山市南高井町３３３番
地

平成２０年
１０月３１日

３８１０１０１０９１ 医療法人天真会 松山市南高井町３３３番
地 清 水 惠 太 重度訪問介護 南高井ホームヘルパー

ステーション
松山市南高井町３３３番
地

平成２０年
１０月３１日

３８１０２００１８２
特定非営利活動法人コ
ミュニケーションハン
ディキャップ研究会

今治市北高下町１丁目
５－２０ 明 智 実 香 居宅介護 ヘルパーステーション

うぉーむ・はーと
今治市北高下町１丁目
５－２０

平成２０年
１０月３１日

３８１０２００１８２
特定非営利活動法人コ
ミュニケーションハン
ディキャップ研究会

今治市北高下町１丁目
５－２０ 明 智 実 香 重度訪問介護 ヘルパーステーション

うぉーむ・はーと
今治市北高下町１丁目
５－２０

平成２０年
１０月３１日

愛 媛 県 報平成２０年１２月１６日 第２０２５号

１３１３
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２ 道路の位置

四国中央市川之江町字松之本２４１２番１の一部

幅員 ４．１５メートル ６．００メートル

延長 ２５．７１メートル ７．０７メートル

３ 申請人の住所及び氏名

四国中央市妻鳥町１２１０番地の１

カジワラホーム株式会社

代表取締役 梶原 久夫

４ 図面省略

�愛媛県告示第１７６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線
東温市�口字前川甲１４２０番３地先から

同字甲１３７８番１地先まで
平成２０年１２月１６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
伊予市双海町高野川字西組甲３２６番８から

同字甲３１３番１まで

旧 ８．０～１０．９ ０．０７９

新 １６．９～４３．０ ０．０８０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
伊予市双海町高野川字西組甲３２６番８から

同字甲３１３番１まで
平成２０年１２月１６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山川内線
東温市�口字前川甲１４２０番３地先から

同字甲１３７８番１地先まで

旧 ９．０～９．６ ０．０５７

新 １０．８～１２．０ ０．０５７
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�愛媛県告示第１７６５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

�愛媛県告示第１７６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第４７号

平成２０年１２月８日
伊予郡松前町大字筒井字唐新開１０３５番１

松山市姫原３丁目９番１１号

平成住宅産業 株式会社

代表取締役 千 原 紀 子

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野佐来八幡浜線
大洲市野佐来４２６番３から

同市野佐来４１６番４まで

旧 ４．２～７．２ ０．２２６

新 ８．６～２１．４ ０．２２６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野佐来八幡浜線
大洲市野佐来４２６番３から

同市野佐来４１６番４まで
平成２０年１２月１６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村柳谷線
大洲市肱川町中津１３７３番２から

同市肱川町中津１３７４番地先まで
平成２０年１２月１６日
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公 告

�公 告

平成２１年度及び平成２２年度において県が発注する森林整備工事

（造林及び保育並びにこれらに附帯する工事をいう。以下同じ。）

に係る一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の見積り（以下

「競争入札等」という。）に参加する者に必要な資格（以下「資格」

という。）並びにその審査の申請（以下「申請」という。）の時期

及び方法等を、次のとおり定めた。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 森林整備工事に係る競争入札等に参加することができない者

� 当該競争入札等に係る契約を締結する能力を有しない者及び

破産者で復権を得ない者

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２

項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）

の規定により県の入札に参加させないこととされている者

２ 資格

� 競争入札等に参加することができる者は、森林整備工事に係

る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成

１５年５月愛媛県告示第１２５０号）第４条第２項の規定により森林

整備工事競争入札等参加者名簿に登録された者とする。

� �の規定にかかわらず、資格審査を申請する日前２年間にお
いて、振り出した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取

引を停止されている者は、資格を有しないものとする。

３ 申請の時期

平成２１年１月５日（月）から３０日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時３０分まで）とする。

なお、その後も、随時申請を受け付けるが、この場合には、競

争入札等に間に合わないことがある。

４ 申請書類の請求先、提出先及び提出方法並びに資格の審査結果

の通知

� 請求先

愛媛県農林水産部森林局森林整備課

�愛媛県告示第１７７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和野村線
西予市野村町鎌田９番３から

同町鎌田４０番２まで
平成２０年１２月１６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 網代鳥越線 南宇和郡愛南町油袋１１２番３

旧 ５．０～６．０ ０．０１８

新 ５．４～７．２ ０．０１８

〃 〃 南宇和郡愛南町油袋１１６番２

旧 ５．５～６．４ ０．０１４

新 ６．２～６．８ ０．０１４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 網代鳥越線 南宇和郡愛南町油袋１１２番３ 平成２０年１２月１６日

〃 〃 南宇和郡愛南町油袋１１６番２ 平成２０年１２月１６日

愛 媛 県 報平成２０年１２月１６日 第２０２５号
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〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２－２６００

� 提出先及び提出方法

別表の提出先に持参して提出するものとする。

� 申請をした者には、資格の審査結果を競争入札等参加資格審

査結果通知書（別記様式）により通知する。

５ 資格の効力

資格は、平成２１年度及び平成２２年度の森林整備工事に係る競争

入札等について効力を有する。

６ 平成２３年度及び平成２４年度の資格審査

平成２３年度及び平成２４年度の森林整備工事に係る競争入札等に

参加する者の資格については、平成２２年１２月に公示を行う予定で

あるので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

７ 問い合わせ先

愛媛県農林水産部森林局森林整備課治山係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２－２６００
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別表（４関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申 請 者 の 所 在 地

愛媛県東予地方局産業経済部森林林業課
〒７９１－０５０８
西条市丹原町池田１６１１番地
電話番号 ０８９８－６８－７４３８

新居浜市、西条市及び四国中
央市

愛媛県東予地方局産業経済部今治支局森林林業課
〒７９４－８５０２
今治市旭町一丁目４番地９
電話番号 ０８９８－２５－２１９３

今治市及び越智郡

愛媛県中予地方局産業経済部森林林業課
〒７９０－８５０２
松山市北持田町１３２番地
電話番号 ０８９－９０９－８７６７

松山市、伊予市、東温市、及
び伊予郡

愛媛県中予地方局産業経済部久万高原森林林業課
〒７９１－１２０１
上浮穴郡久万高原町久万５７１番地の１
電話番号 ０８９２－２１－１２６５

上浮穴郡

愛媛県南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課
〒７９６－００４８
八幡浜市北浜一丁目３番３７号
電話番号 ０８９４－２２－２０３１

八幡浜市、大洲市、西予市、
喜多郡及び西宇和郡

愛媛県南予地方局産業経済部森林林業課
〒７９８－８５１１
宇和島市天神町７番１号
電話番号 ０８９５－２２－３１６３

宇和島市、北宇和郡及び南宇
和郡
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別記様式（４関係） 競争入札等参加資格審査結果通知書

競 争 入 札 等 参 加 資 格 審 査 結 果 通 知 書

第 号

年 月 日

商 号 又 は 名 称

代 表 者 又 は 個 人 の 氏 名 様

愛 媛 県 知 事 �

１ 資 格 の 有 無

工 事 種 別 資 格 の 有 無

２ 有 効 期 間 年 月 日 か ら 年 月 日 ま

で
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教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第１４号
愛媛県教育委員会所管の教育機関の設置等に関する条例（昭和３２

年愛媛県条例第１９号）第４条第３項の規定により、教育機関の指定

管理者を次のとおり指定した。

平成２０年１２月１６日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

１ 教育機関の名称

愛媛県武道館

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市上野町乙４６番地

財団法人愛媛県スポーツ振興事業団

３ 指定をした年月日

平成２０年１２月１２日

４ 指定の期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

平成２０年１２月１６日 発行
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